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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年１１月１０日（木） 午前１０時    開会 

                午前１０時４８分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 松 本 暁 彦  委  員 安 藤  薫 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 塚 本  崇   

  議  長 福 住 礼 子  副 議 長 光 好 博 幸 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局次長 大 西 健 一 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  

 

１．案件 

協議事項について 
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（午前１０時 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、安藤委員

を指名します。 

 それでは協議事項についてです。 

 お手元の資料、議会運営委員会での協議

事項についてをご覧ください。 

 本資料に記載のとおり、役員改選前の本

委員会から四つの協議事項を引き継いで

おります。 

 本日は、これらの協議事項の確認を行う

とともに、一部の項目について協議をさせ

ていただきます。 

 それでは、まず請願・陳情者に対する説

明機会の付与についてであります。 

 本件につきましては、実施に向けて要綱

の作成が必要となることから、請願・陳情

者の質問時間や出席人数など、運用上にお

いて必要となる項目を協議してまいりま

した。 

 本日は、改選前の本委員会で持ち帰りと

させていただいておりました、請願・陳情

者からの質疑につきまして協議をさせて

いただきます。 

 この項目は、前回の協議の中で他市の状

況を確認したいとのご意見がありました

ので、調査結果を事前にお配りさせていた

だきました。 

 まず、事務局から資料の説明を受けたの

ち、協議をさせていただきたいと思います。 

 それでは事務局より説明をお願いしま

す。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、お手元の資

料をご覧ください。 

 本件につきましては、大阪府内で要綱等

に規定している団体が３市あり、いずれの

市も請願・陳情者から、委員への質疑を認

めていないとのことでありました。 

 その理由としましては３市とも同内容

で、委員から請願・陳情者への質疑につい

ては議論を深めるため実施しているが、請

願・陳情者から委員への質疑は、議論を深

めるものではないためとのことでござい

ました。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 それでは、この調査結果を基に、本市の

取り扱いについて協議をさせていただき

ます。 

 では、各会派よりご意見をお願いしたい

と思います。 

 では最初に、大阪維新の会、塚本委員。 

○塚本崇委員 大阪維新の会としまして

は、請願・陳情者からの委員への質疑は不

可とさせていただきたい。これは同じ理由

で、請願・陳情者から委員への質問は、場

合によっては行き過ぎてしまう可能性が

あります。委員に対して、あなたはどうす

るんだという質問が飛んでしまうと、議論

にならなくなってしまうので、認めない方

向で進めてはどうかと思います。要綱に記

してはいかがかと思います。 

○村上英明委員長 とりあえずご意見と

して、お聞きをしておきます。 

 では、民主市民連合の西谷委員。 

○西谷知美委員 私たち民主市民連合も、

認めていない３市のような形で考えてお

ります。 

 理由も同様で、請願・陳情者から委員へ

の質疑は、議論を深めるために必要ではな

いと思っているからです。 

○村上英明委員長 では続きまして、日本

共産党の安藤委員。 

○安藤薫委員 私どもは、あえて認めない
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ということを要綱に明記する必要はない

と思います。 

 調べていただいた結果、条例等への規定

の有無で、１３市が規定をされている中で、

わずか３市です。議論を深めるものでない

ためというのも、一概にそう言い切ってし

まっていいものなのかどうなのかという

疑念が一つ残ります。もちろん請願の審査

でありますから、請願の審査から逸脱する

質問に対しては、当然その委員会の委員長

が審査の流れの中で、そこは行き過ぎてい

るとの判断で制止することも十分可能だ

と考えるからです。 

 この間ずっと議会改革の議論が進めら

れてきて、この請願・陳情者からの意見陳

述であるとか、説明機会を設けるという、

非常に前向きな改革の議論が進められて

きております。あえてどういったものが起

きるか分からないようなものに対して、請

願者の方への制約を設ける必要が本当に

必要なのかどうなのか。もちろん運用の中

で、混乱が生じる事態が実際に起きたとす

るならば、起きる危惧が高いのであれば、

そこは検討する必要があるかと思います。

あえて最初からできないということを設

ける必要はないと思います。加えて言うな

らば、今、議会の質疑でも理事者側の反問

権が認められています。もちろんこの反問

権につきましても、議員側の質問に対して、

その意図を聞く反問権に限定はされてい

ます。理事者と議会という関係以上に、請

願者という一般市民の方は、議会での質問

とか、答弁とか、それから行政要望につい

て慣れているわけではございません。そう

いう点では、理事者の反問権がある以上、

一市民の請願者の質問権について認める

というよりは、認めないと明記することは

やり過ぎではないかと思うからです。 

 以上です。 

○村上英明委員長 では、自民党・市民の

会の松本副委員長。 

○松本暁彦委員 自民党・市民の会としま

しては、まず質疑については認める必要は

ないということです。 

 そして、要綱への明記は必要だと我々と

しては考えております。やはり混乱が生じ

る場合に、委員長の采配に任せるという考

え方もあるとは思うのですけれども、その

ときにまた委員長の采配に任せる案件な

のかも我々としても検討する中で、議論を

深めるものではないというところに一つ

考えが一致をいたしました。そのため要綱

にここは明記をする必要があるのではな

いかと。もしまた、問題等が生じればその

都度規則も必要に応じて改定していけば

いいのではないかという話もしておりま

す。 

 以上です。 

○村上英明委員長 公明党といたしまし

ては、委員長の采配もありますけれども、

常任委員会では委員への質疑を認めてい

る、またこの委員会では質疑を認めていな

いとか、それぞれの委員長の采配というの

はちょっとバランスを取る必要があると

思います。請願・陳情者から委員への質疑

は認めないということとして、この要綱に

も明記をしたらどうかということでさせ

ていただいております。 

 それでは、日本共産党の安藤委員を除く

会派の方は認めない方向で要綱に明記す

るとのご意見だったと思いますけれども、

安藤委員いかがでしょうか。 

○安藤薫委員 多数の会派が、認めないと

いう意見を表明されていることは受けと

めます。 

 ただ、市民の方が請願をするのは議会に
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対してお願いをする、こういうことをやっ

てほしいと地方自治法上認められている

権利を行使する。そのために説明機会を設

けるという新たな前進も図られることは、

摂津市議会として、画期的で、大きな前進

を図るものです。そこに制約を最初から設

けていくのは、せっかくの説明機会の付与

を少し損なうのではないかという思いが

あるから、認めないということはやめたほ

うがいいと申し上げています。議論を深め

るものではないと、３市はそういう理由を

つけておりますけれど、議論を深めるもの

でないのかどうなのか、まさしくその請願

審査の中で、委員からのいろいろな質問に

請願者が答える、紹介議員が答える。かみ

合った議論をやっていく中で起こるもの

であって、当然行政とか議会の仕組みとか、

言葉とか慣れていない市民にとって、分か

らない状態のまま質問を受けて、明確な答

弁ができない状況が起きたときに、その質

問の意図はどういうことですかと聞き返

す反問権は、最初から認めないとしてしま

うと、せっかくの説明機会の付与が少し後

退してしまうこととなり、よくないのでは

ないかと思います。 

 やはり委員長が、委員会の審議を総括す

るわけです。審議の内容についてそぐわな

いとか、行き過ぎているとかは、当然委員

長が全体の流れの中で把握できるという

か、しなければいけないことだと思います。

最初から質問をすることを認めないとし

てしまったら、スムーズに流れるのかもし

れませんけれど、その審査での議論、請願

の審査そのものに非常にマイナスになる

可能性も十分あります。せっかく説明機会

の付与で委員会に出てきた請願者が、疑問

を持ちながら説明をしきれない状況のま

まで採決に至ってしまうことは決してよ

くないことだと思います。仮に、一人一人

に採決の態度を聞かれたとしても、採決は

最後にするわけですから、その質問はでき

ないと委員長が制止することは当然であ

ります。それぞれの委員に請願の背景とか、

議員の思想信条にまで立ち入って質問す

ることは、請願審査とは関係のないことで

すから、それも制止することができる。 

 請願者からどんな質問が議員に対して

されるかは、現段階では想定できないこと

だと思います。想定できないものを勝手に

その議論を深めるものでないと決めつけ

てやらないのは、言論の府である議会がや

るべきではない。もちろん、いろいろな運

用の中で進めていく中で、大きな問題が仮

に発生したとしたら、そこで議論を行って

制約を設けルールをつくっていくことで

はないかと思います。皆さんの再考をお願

いしたいと思いますがどうでしょうか。 

○村上英明委員長 それでは、森西議員ど

うでしょうか。 

○森西正議員 私も安藤委員以外の皆さ

んと同意見です。安藤委員は認めた上で、

運用の中で何かがあったら認めない形を

進めればいいのではないかとの意見です。

陳情者・請願者から、そういう質問があれ

ば、今後運用の中で検討していけばいいの

ではないかというところでの差があると

思います。安藤委員以外の方は、認めない

とのことですけれども、運用の中で請願

者・陳情者の方から質問をという声が出て

くれば、検討を今後していけばいいかと私

は思っています。議会の議員間では、これ

以上の質疑をしてはいけないというのは

恐らくあろうかと思います。請願者・陳情

者が、思想信条にまで立ち入って質疑をさ

れるかどうか。それと、委員長としても、

本来はそうならないようにするべきでは
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ないのかと思います。安藤委員の言われて

いることはよく分かりますけれども、安藤

委員以外の方のご意見に私は同調させて

いただきます。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時２７分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 先ほど来、議論が進めら

れております。書き方について工夫ができ

ないかと考えております。例えば、請願・

陳情者から委員の質疑については原則認

めない。ただし、括弧書きで委員長が認め

る場合については許可する。そういう形で

反問権といいますか、絶対に否定するもの

ではないという形であれば皆さんの意見

がまとまると思いますが、いかがでしょう

か。 

○村上英明委員長 それでは、文言の精査

の関係で事務方としての考えについて、大

西局次長。 

○大西事務局次長 ただいまの副委員長

からのお問いでございます。事務方としま

しては要綱をつくる際に、原則という書き

方をさせていただいて、その下にただし書

という形で要綱をつくっていくことは可

能でございます。 

 ただ、今皆さんがご議論いただいている

中で、その文言の一言一句を見ていただい

ておりません。一度事務局で時間をいただ

いてつくらせていただき、皆様にご提示さ

せていただいた後に、決めていただければ

と思っております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 日本共産党の安藤委

員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。趣

旨は請願者の説明機会付与で、前進した改

革だと理解しております。その上であえて

認めないということを書いてしまうこと

について、やはり疑義がありました。 

 副委員長からご提案いただいたように、

一定その文言の中で必ずしもやってはい

けないではなく、議論を深めるための質疑

等について委員長が認める範囲の中で、可

能性を残すことでまとめていただけるの

であれば、私は今回の件については是とし

たいと思います。 

○村上英明委員長 様々なご意見を賜り

ました。先ほど副委員長等々からありまし

たように、この請願・陳情者から委員への

質疑については、原則認めない方向の中で、

これから文言の整理を含めて、進めていき

たいと思いますけれども、委員の皆さんは

それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 本件につきましては、運用上において必

要となる項目が一定整理できましたので、

今後は要綱案を作成してまいりたいと思

います。 

 なお、この要綱案の作成につきましては、

文言の精査に時間を要すると思われます

ので、一定の作成期間をいただきたいと考

えております。これにつきましてはご異議

ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 では、この要綱案を改

めて委員の皆様にお示しをさせていただ

いて、文言の確認をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、個人情報保護法の改正に伴う条例

の制定についてです。 

 本件につきましては、まず事務局より摂



- 6 - 

 

津市議会の条例案について説明を受けた

後、質疑をお伺いしたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をお願いしま

す。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、お手元の資

料、条例案と条例例の対照表をご覧くださ

い。 

 本件につきましては、これまで全国市議

会議長会から示されている条例例や、Ｑ＆

Ａを用いて説明を行ってまいりました。 

 本日は、条例例を基に本市議会の条例案

を作成しましたので、ご説明をさせていた

だきます。 

 なお、条文中の文言につきまして丸々と

している部分が数か所ございます。これに

ついては、執行部の条例を引用している部

分となります。現時点で執行部の条例案が

固まっていないため、丸々と表示させてい

ただいております。今後、執行部の条例案

が固まりましたら、改めて条文をお示しさ

せていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、条例案の内容といたしましては、

大半が条例例と同じ表現となっておりま

す。条例例と異なる箇所には下線を引いて

おりますので、本日はそちらを中心に説明

をさせていただきます。 

 それでは、まず資料９ページ、第１２条

第２項第３号についてでございます。 

 こちらは、保有個人情報の利用及び提供

の制限に関する条文で、第３号では、提供

先の各機関を規定しております。条例案と

しましては、条例例に記載のある各機関の

うち本市で該当するものを記載しており

ます。 

 次に１８ページ、第２０条についてでご

ざいます。 

 こちらは、先ほどご説明しましたとおり

執行部の条例から引用する部分となりま

すので、現時点では丸々と表示しておりま

す。 

 次に、資料２２ページ、第２５条でござ

います。 

 こちらは、開示決定等の期限に関する条

文で、第１項及び第２項の中で期限が規定

されております。 

 条例例では、期限を３０日以内としてお

りますが、条例案では１５日以内とさせて

いただいております。これにつきましては、

現行の本市個人情報保護条例において、１

５日以内に開示決定を行うこととしてい

ることから、現行どおりの取り扱いとする

ため、１５日以内としているものでござい

ます。 

 なお、次の第２６条については、第２５

条第１項及び第２項の合計日数となりま

すことから、条例例では６０日以内のとこ

ろ、条例案では３０日以内としております。 

 次に、資料２６ページ、第３０条につい

てでございます。 

 こちらは、開示請求の手数料等に関する

条文となります。 

 条例例では、１件当たり丸々円としてお

りますが、条例案では無料としております。

これにつきましても、現行の本市個人情報

保護条例において、手数料を無料としてい

ることから、現行どおりの取り扱いとする

ため無料と書かせていただいているもの

でございます。 

 なお、現行の個人情報保護条例において

は、行政文書の写しを交付する際は、当該

写しの作成及び送付に要する費用を負担

することが規定されておりますことから、

条例案第３０条第２項においても同様の

規定を設けているものでございます。 
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 最後に、資料３２ページ、第４３条と、

資料３４ページ、第５０条についてでござ

います。 

 この二つの条文につきましても、執行部

の条例から引用する部分となりますので、

現時点では丸々と表示させていただいて

おります。 

 以上、本市議会の条例案に関する説明と

させていただきます。 

○村上英明委員長 ただいま事務局から

説明がありました。質問等があればお受け

をいたしますが。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 この議会の個人情報保護

条例は、今回新たに制定するものだと思い

ます。既にこれまでの議会運営委員会でも

一定の論議をされてきておられるのだろ

うと思いますので、繰り返しになってしま

って申しわけないんですが、基本的なこと

でお聞きします。執行部の個人情報保護条

例については、国の個人情報保護法が改正

されたことを受け、来年の４月までに新し

い条例をつくると思います。それはまた議

会で審議していくことになるかと思いま

す。これまで議会の個人情報保護について

は、執行部の条例に施行規則があって、さ

らに議会の議会規程で、少ない条文ですけ

れども、規定され、ほぼ個人情報保護条例

と執行部の施行規則に準じていると思い

ます。その内容、今までの内容と今回との

違いは、どんなことになっているのですか。

今回の対照表は、全国市議会議長会が出さ

れている条例例を参考にされているかと

思います。従来の個人情報保護条例との違

いがどんなものになっているのか、それか

らもう一つ基本的なことでお聞きします。

執行部の個人情報といえば、ありとあらゆ

る情報が集まっております。一方で、議会

における保護されるべき個人情報は具体

的にどんなものが想定されているのか。そ

の点もお聞きしておきます。 

 もう一点、３点目です。 

 最後、今ご説明していただいた費用の問

題です。手数料を無料とするということで

あります。第３０条第２項で、かかった実

質の費用を負担することが書かれていま

す。負担しなければいけない費用は、例え

ば複製代、コピー代であるとか、郵送した

ときの郵送代だと理解していいのか。その

３点を教えてください。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 安藤委員の３点のご

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず一点目でございます。 

 今回の改正と、今までと、何が大きく変

わっていくのかでございます。 

 条例自体の中身については、ほぼ変わり

はないとご理解いただければと思ってお

ります。なぜ今回条例をつくるのかと申し

上げますと、国の個人情報保護法の改正に

よりまして、元来議会は、その枠組みの中

に入っていると理解をされておりました

けれども、この法律の中から除外をすると

いう考え方が整理されました。この法律が

施行された後に、議会には個人情報保護法

が適用されない考え方になっております。

そこで各市の議会で、独自で条例を制定し

て個人情報についての取り扱いをしてい

こうという流れになっているところでご

ざいます。 

 ２点目でございます。 

 議会の個人情報でございます。いろいろ

ございます。一般的に言われているもので

すと、本市はやっておりませんけれども傍

聴者の方に記名をしていただいている市

もございます。そういったものも個人情報
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に当たりますし、議員年金とかの情報を

我々持っておりますので、そういったもの

も含まれます。また先ほどご議論いただい

ていました、請願・陳情においても個人の

住所、お名前が記入されてございます。そ

ういったものが、この個人情報の中に入っ

てくると認識をしております。 

 続きまして、３点目でございます。 

 費用についてでございます。 

 先ほど委員からも少しお話ございまし

た。まさにそのとおりでございまして、コ

ピー代とか郵送代という実費の部分と認

識いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。今

ご説明いただいたのですが、要は個人情報

保護法ができたことに対して、その個人情

報保護法から外れますよと。執行部の個人

情報保護条例については、改正個人情報保

護法を受けて条例はこれからつくってい

くと。議会については、それに当てはまら

ないので、従来の個人情報保護条例の範囲

の中といいますか、ほぼ変わらない状態で

独自の条例をつくるという理解をいたし

ました。私も、また勉強していきたいと思

いますけれど、個人情報保護法がかなり大

きく、これまでの個人情報に関わる規定と

変わってきている分野があると思います。

個人情報を匿名情報にすることによって、

民間への利活用を認めていくといった、個

人情報の定義そのものも大きく変えられ

ている分野もあって、不安のある内容かと

思っています。改正された個人情報保護法

に基づいた執行部の個人情報保護条例と、

議会がこれまでの条例の中身を踏襲して、

新たにつくる個人情報保護条例とのそご

といいますか、そこの違いが出てくるのか

どうなのか。その辺について、今分かって

いる範囲で分かれば教えていただきたい

と思います。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 そごと申し上げます

と、ほぼないと認識していただいたら結構

です。全国市議会議長会から、この事案に

ついて、先ほど香山からも説明がありまし

たけれども、その中でも、あまり議会と行

政側の条例の中身について、そごが出るの

は好ましくないだろうと助言もいただい

ております。我々としても基本的に今の個

人情報保護条例をベースにつくっていく

と理解をしております。それに合わせた形

で議会の個人情報保護条例も検討してく

ものでございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 もう一つ確認させていた

だきたいのは、これまでも、個人情報保護

条例の基で議会の規程に基づいて個人情

報を管理してこられたと思います。議会で

は個人情報管理者は、局次長を充てるとい

う規定になっております。現段階でも局次

長が先ほどおっしゃった、傍聴者のお名前

とか、請願者の住所、お名前とか、もしく

は議員の情報であるとか、そういったもの

を管理されていると。それが継続されると

いう理解でよろしいでしょうか。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 基本的にそうご理解

いただければ結構です。 

 まず傍聴者につきましては、本市では傍

聴者からのお名前などは一切いただいて

おりませんので、その部分については現在

も管理する必要はないと考えております。

また個人が識別できる、例えば議員年金の

名簿等々に関しましては、議会事務局の鍵
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がかかるロッカーで保管をしております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 ほかの委員の皆様、ご

質問等はございますでしょうか。よろしい

ですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 以上で質問を終わり

ます。 

 本件については、事務局より説明があっ

たとおり、執行部と調整中の箇所がござい

ます。つきましては、執行部と調整ができ

ましたら改めてお示しさせていただくこ

ととし、罰則の部分については１２月上旬

に検察庁との協議に入ってまいりたいと

思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 次に、議員の長期欠席等に関わる条例の

見直しについてです。 

 本件につきましては、改選前の本委員会

で提案者の香川委員より、条例の見直しを

検討する上で、議員報酬に係る研修会を開

催してほしいとの要望を受けておりまし

た。 

 また、研修会に講師を呼ぶための新年度

予算を確保してほしいとのことでありま

した。これについて、講師を呼ぶための新

年度予算につきましては、事務局で精査し

て予算組みをさせていただいております。

また、研修会開催の有無を含めた詳細につ

いては、新年度に改めて協議したいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 次に、鳥飼まちづくりに関わる特別委員

会の設置についてです。 

 本件につきましては、委員会設置時期を

考慮し、新年度に改めて協議をしてまいり

たいと考えておりますけれども、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 以上で、本委員会を閉会します。 

（午前１０時４８分 閉会） 
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